
（掲示）

Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１４章 （略） 第１章～第１４章 （略）

料金表（略） 料金表（略）

別表１～別表７ （略） 別表１～別表７ （略）

別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者

１ ２以外のもの １ ２以外のもの

地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ 地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ

ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ

ジタル通信モードにより国際アウトローミン ジタル通信モードにより国際アウトローミン

グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る

ものを除きます。）に係るグループ ものを除きます。）に係るグループ

通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート 通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート

ジタル通 通信モー メッセー ジタル通 通信モー メッセー

信モード ド ジ通信モ 信モード ド ジ通信モ

ード ード

南 南

・ ・

北 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 北 （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

メ メ

リ リ

カ カ

地 地

方 方

ア ア

ジ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ジ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

地 地

方 ブルネイ・ダ 方 ブルネイ・ダ

ルサラ－ム国 （略） （略） （略） （略） （略） ルサラ－ム国 （略） （略） （略） （略） （略）

ＰＲＯＧＲＥＳＩＦ ＣＥＬＬＵＬＡＲ ＳＤＮ Ｂ－Ｍｏｂｉｌｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

ＢＨＤ （略） （略） （略） （略） ｓ Ｓｄｎ Ｂｈｄ （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

－１－



オ オ

セ （略） （略） （略） （略） （略） （略） セ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

ニ パラオ共和国 （略） （略） （略） （略） （略） ニ パラオ共和国 （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

地 地

方 方 Ｐａｌａｕ Ｍｏｂｉｌｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ １２ － Ａ ○

ｏｎ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

仏領ポリネシ （略） （略） （略） （略） （略） 仏領ポリネシ （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

Ｐａｃｉｆｉｃ Ｍｏｂｉｌｅ Ｔｅｌｅｃｏｍ ５ ー Ａ ○ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｍｏｂｉｌｅ Ｔｅｌｅｃｏｍ △５ ー △Ａ △

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

ヨ ヨ

︲ ︲

ロ ロ

ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

パ パ

地 地

方 方

ア アルジェリア （略） （略） （略） （略） （略） ア アルジェリア （略） （略） （略） （略） （略）

フ 民主人民共和 フ 民主人民共和

リ 国 リ 国

カ ＯＰＴＩＭＵＭ ＴＥＬＥＣＯＭ ＡＬＧＥＲＩ （略） （略） （略） （略） カ ＯＲＡＳＣＯＭ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ａｌｇｅｒｉ （略） （略） （略） （略）

地 Ｅ Ｓｐａ 地 ｅ Ｓｐａ

方 方

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ケニア共和国 ケニア共和国

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

Ｅｓｓａｒ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｋｅｎｙａ Ｌｉ ７ － Ａ ○

ｍｉｔｅｄ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

備考 備考

１～２ （略） １～２ （略）

－２－



（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２７年４月３０日までの間にお （注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２７年２月２８日までの間にお

いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し

てそのことを掲示します。 てそのことを掲示します。

別表１０ （略） 別表１０ （略）

附 則（平成２７年２月２０日経企第１７１４号）

（実施期日）

１ この附則は、平成２７年３月１日から実施します。

（経過措置）

２ この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第１２９９号（平成２６年１月２３日）の附則第３項を次のように改めます。

３ 削 除

－３－



（掲示）

Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１４章 （略） 第１章～第１４章 （略）

料金表（略） 料金表（略）

別表１～別表８ （略） 別表１～別表８ （略）

別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者

１ ２以外のもの １ ２以外のもの

地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ 地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ

ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ

ジタル通信モードにより国際アウトローミン ジタル通信モードにより国際アウトローミン

グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る

ものを除きます。）に係るグループ ものを除きます。）に係るグループ

通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート 通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート

ジタル通 通信モー メッセー ジタル通 通信モー メッセー

信モード ド ジ通信モ 信モード ド ジ通信モ

ード ード

南 南

・ ・

北 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 北 （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

メ メ

リ リ

カ カ

地 地

方 方

ア ア

ジ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ジ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

地 地

方 ブルネイ・ダ 方 ブルネイ・ダ

ルサラ－ム国 （略） （略） （略） （略） （略） ルサラ－ム国 （略） （略） （略） （略） （略）

ＰＲＯＧＲＥＳＩＦ ＣＥＬＬＵＬＡＲ ＳＤＮ Ｂ－Ｍｏｂｉｌｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

ＢＨＤ （略） （略） （略） （略） ｓ Ｓｄｎ Ｂｈｄ （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

－１－



オ オ

セ （略） （略） （略） （略） （略） （略） セ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

ニ パラオ共和国 （略） （略） （略） （略） （略） ニ パラオ共和国 （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

地 地

方 方 Ｐａｌａｕ Ｍｏｂｉｌｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ １２ － Ａ ○

ｏｎ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

仏領ポリネシ （略） （略） （略） （略） （略） 仏領ポリネシ （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

Ｐａｃｉｆｉｃ Ｍｏｂｉｌｅ Ｔｅｌｅｃｏｍ ５ ー Ａ ○ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｍｏｂｉｌｅ Ｔｅｌｅｃｏｍ △５ ー △Ａ △

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

ヨ ヨ

︲ ︲

ロ ロ

ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

パ パ

地 地

方 方

ア アルジェリア （略） （略） （略） （略） （略） ア アルジェリア （略） （略） （略） （略） （略）

フ 民主人民共和 フ 民主人民共和

リ 国 リ 国

カ ＯＰＴＩＭＵＭ ＴＥＬＥＣＯＭ ＡＬＧＥＲＩ （略） （略） （略） （略） カ ＯＲＡＳＣＯＭ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ａｌｇｅｒｉ （略） （略） （略） （略）

地 Ｅ Ｓｐａ 地 ｅ Ｓｐａ

方 方

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ケニア共和国 ケニア共和国

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

Ｅｓｓａｒ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｋｅｎｙａ Ｌｉ ７ － Ａ ○

ｍｉｔｅｄ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

備考 備考

１～２ （略） １～２ （略）

－２－



（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２７年４月３０日までの間にお （注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２７年２月２８日までの間にお

いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し

てそのことを掲示します。 てそのことを掲示します。

別表１０ （略） 別表１０ （略）

附 則（平成２７年２月２０日経企第１７１４号）

（実施期日）

１ この附則は、平成２７年３月１日から実施します。

（経過措置）

２ この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第１２９９号（平成２６年１月２３日）の附則第３項を次のように改めます。

３ 削 除

－３－



（掲示）

無 線 Ｉ Ｐ 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第６章 （略） 第１章～第６章 （略）

第７章 料金等 第７章 料金等

第２７条 （略） 第２７条 （略）

（定額利用料の支払義務） （定額利用料の支払義務）

第２８条 無線ＩＰ契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始 第２８条 無線ＩＰ契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始

した日を含む暦月から起算して、契約の解除があった日を含む暦月までの期間 した日を含む暦月の翌暦月から起算して、契約の解除があった日を含む暦月ま

（提供を開始した暦月と解除があった暦月が同一の暦月である場合は、１か月 での期間（提供を開始した暦月と解除があった暦月が同一の暦月である場合

間とします。）について、料金表第１（定額利用料）に規定する定額利用料の支 は、１か月間とします。）について、料金表第１（定額利用料）に規定する定額

払いを要します。 利用料の支払いを要します。

２ 前項の規定にかかわらず、タイプＡに係る無線ＩＰ契約を新たに締結したと

き、又はタイプＢに係る無線ＩＰ契約締結の際に指定する１のＸｉ等が、最初

の指定であると当社が確認したときは、その無線ＩＰ契約について、その無線

ＩＰ契約の締結があった日を含む暦月の定額通信料の支払いを要しません。

ただし、その無線ＩＰ契約の締結があった日を含む暦月に、その無線ＩＰ契

約の解除があったときはこの限りでありません。

３ 前２項の期間において、利用停止等により無線ＩＰを利用することができな ２ 第１項の期間において、利用停止等により無線ＩＰを利用することができな

い状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。 い状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。

（１） 利用停止があったときは、無線ＩＰ契約者は、その期間中の定額利用料の （１） 利用停止があったときは、無線ＩＰ契約者は、その期間中の定額利用料の

支払いを要します。 支払いを要します。

（２） 前号の規定によるほか、無線ＩＰ契約者は、次の場合を除き、無線ＩＰを （２） 前号の規定によるほか、無線ＩＰ契約者は、次の場合を除き、無線ＩＰを

利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。 利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。

第８章～第１１章 （略） 第８章～第１１章 （略）

料金表 料金表

通則 （略） 通則 （略）

第１～第６ （略） 第１～第６ （略）

附 則（平成２７年２月２０日経企第１７１４号）

１ この改正規定は、平成２７年３月１日から実施します。

（経過措置）

２ この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかった無線ＩＰ通信網サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

－１－
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